
 

 漁船の所有者は、漁船を新造したり、改修により船の寸法や総トン数を変更した場合には、当
該漁船の総トン数を明らかにするため、下表の区分により｢総トン数の測度」を受けなければなり
ません｡ 

総トン数区分 申請先 

総トン数２０トン未満漁船 都道府県知事 

総トン数２０トン以上漁船 地方陸運支局 

（１）総トン数の測度を要する事例 

区分 事 例 測度の種別 

新測 

ア 漁船が新造された場合 
全部の容積の測度
及び上甲板下全部
の容積の測度 

イ 既製品の新船が、売買等によって漁船として使用される場合 
ウ 小型船舶の登録等に関する法律、小型船舶の船籍及び総トン
数の測度に関する政令、船舶法及び漁船法による登録を受け
たことのない船舶が、漁船として転用された場合 

改測 

エ 小型船舶の登録等に関する法律、小型船舶の船籍及び総トン
数の測度に関する政令、船舶法及び漁船法による登録を受けた
ことがある登録抹消船舶が、船体等の改造後に漁船として転用
された場合 

全部の容積の測度
及び上甲板下全部
の容積の測度以外
の測度 

オ 漁船の船体が改造された場合 

（注意） 
 総トン数測度を要する事例に係る総トン数測度申請手続きは、次の（２）のとおりですが、総トン数
測度を要しない場合であっても、下表の事例に応じて漁船登録申請の際に関係書類の提出が必要
となります。 

事 例 関 係 書 類 
ア 小型船舶の登録等に関する法律に基づく小型船 
舶登録原簿船を小型漁船に転用 

船舶登録原簿の全部事項証明書、総
トン数計算書の写し(注１) 

イ 改測により20ﾄﾝ未満となった船舶を漁船に転用 総トン数計算書謄本 
ウ 小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政 
令に基づく船籍簿船を小型漁船に転用 

船籍簿抹消謄本、総トン数計算書の
写し(注１)、（注３） 

エ 県外の漁船登録抹消船を漁船として使用 漁船原簿抹消謄本、総ﾄﾝ数計算書の
写し(注１)、申出書(注２) 

オ 県内の漁船登録抹消船を漁船として使用 申出書(注２) 
注１ 総トン数測度を行った行政機関に保管・保存されている場合に限ります。 
２ 県の測度担当者が当該船舶の現認を行うときは、省略することができます。 
３ 青森県の船籍登録を受けている船舶の場合は、登録船籍簿抹消謄本及び総トン数計算
書の写しを省略できます。 

（２）申請手続き 

 総トン数２０トン未満漁船に係る申請手続きは以下のとおりですが、２０トン以上漁船の総トン数測
度に関することについては、直接、所轄地方陸運支局に問い合わせください。 

ア 総トン数３トン以上２０トン未満漁船 

申請手続きは以下により、漁船登録申請前（新規登録・変更登録）に行います。 

(ｱ)申 請 書 ＮＯ.４１ 
(ｲ)手 数 料   新測の場合－別表（Ｇ）区分（Ｌ）又は区分（Ｎ）相当分の県証紙を申請書に貼付 

改測の場合－別表（Ｇ）区分（Ｍ）又は区分（Ｏ）相当分の県証紙を申請書に貼付 
（手数料額は各都道府県によって異なりますので、漁船が県外にある場合には
確認が必要です｡) 

(ｳ)添付図書   総トン数計算書、一般配置図、中央断面図、その他知事が総トン数の測度に必
要と認めた図書 

(ｴ)提出部数   各１部。但し、測度を青森県外で受ける場合には、図面のみ各２部 
(ｵ)申請経路     



  

 

漁船が県外にある場合
申請書提出 副申 　　　　　依頼

通知 通知 　　　　　通知

申請者 所属漁協 青森県知事 他都道府県

イ 総トン数３トン未満 

申請手続きは以下により、漁船登録申請（新規登録・変更登録）と同時に行います。 

(ｱ)申 請 書 ＮＯ.４３ 
(ｲ)手 数 料   別表（Ｇ）区分（Ｐ）相当分の県証紙を申請書に貼付 

（手数料額は各都道府県によって異なりますので、漁船が県外にある場合には
確認が必要です｡) 

(ｳ)添付図書   一般配置図、中央断面図、パンフレット又は写真等の総トン数の測度に必要な
図面等がある場合にはその図書及び知事が総トン数の測度に必要と認めた図
書 

(ｴ)提出部数   各１部。但し、測度を青森県外で受ける場合には、図面のみ各２部 
(ｵ)申請経路     

 

漁船が県外にある場合
申請書提出 副申 　　　　　依頼

通知 通知 　　　　　通知

申請者 所属漁協 青森県知事 他都道府県

（注意） 
申請書（ＮＯ.４３）又は測度調書（ＮＯ.４２）へ記入する各部寸法等は、取得した船舶の製造番号 
 又は型式番号を確認のうえ、船舶製造者、漁協担当者又は青森県へ照会するなどして誤りのな
いよう記入してください。また、当該書面については船舶製造者又は漁協担当者の証明(記名捺
印）を要しますので留意してください。 

（３）総トン数の測度結果 

  青森県知事の総トン数の測度を受けた場合   → 漁船登録票に反映されます。 他都道府県知事の総トン数の測度を受けた場合 → 総トン数証明書が交付されます。 


